
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
五
号

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
条
第
五

項
第
九
号
並
び
に
第
八
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る

要
件
を
定
め
る
省
令

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令

第
百
二
十
四
号
）
第
五
十
条
第
五
項
第
九
号
並
び
に
第
八

項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
会
計
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
条
第
五
項
第
九
号
並
び
に
第

八
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
・

環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

制
定
す
る
。

（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

第
一
条
　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
五
項
第
九
号
に
規
定
す

る
経
済
産
業
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
開
発
及
び
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
が
我
が
国
の

石
油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
に
対
す
る
依
存

度
の
低
下
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
設
備
の
工
場
又

は
事
業
場
へ
の
設
置
を
促
進
す
る
こ
と
が
我
が
国
の

石
油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
に
対
す
る
依
存

度
の
低
下
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
住
宅
へ
の
利
用
の
促
進
を

図
る
た
め
の
技
術
（
そ
の
開
発
の
円
滑
な
実
施
が
困

難
な
も
の
に
限
る
。
）
の
開
発
が
我
が
国
の
石
油
、

可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
に
対
す
る
依
存
度
の
低

下
に
資
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四
　
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
製
造
し
、
若
し
く
は
発
生

さ
せ
、
又
は
利
用
す
る
た
め
の
技
術
（
そ
の
開
発
の

円
滑
な
実
施
が
困
難
な
も
の
に
限
る
。
）
の
実
用
化

が
我
が
国
の
石
油
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
に

対
す
る
依
存
度
の
低
下
に
資
す
る
見
込
み
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
開
発
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
係
る
技
術
の
要
件
）

第
二
条
　
令
第
五
十
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規

定
す
る
経
済
産
業
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
実
用
化
が
我
が
国
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に

応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
構

造
の
構
築
に
資
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

二
　
新
規
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
実
用
化
の
た
め
の
開
発
に
相
当
期
間
を
要
す
る
こ

と
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別

会
計
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
　
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策

特
別
会
計
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省

令
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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